
【最高裁への報告関係】041101【機2】【各部･事件係用】報告等一覧表(R4｡11).xIs

報告の種類 報告元 根拠 報告期間 ~庶務係への期限 最高裁への期限 提出するもの(詳しくは根拠を参照してください｡） 担当者

－

1 行政事件･国家賠償事件･知財事件

事件係

(受理）

■q■ q■■■■■ ロ■■■‐q■q■■

各部

(終局）

令2.3.13行政局第一課長事務連

鉛
月

訴状の写し

速やかに

報告シート
翌月5日

■ロ■‐‐‐＝■■■■ー‐‐‐‐。■ q■q■‐■■q■■

速やかに

翌月20日

(ただし,7月分は9
月5日）

行政訴訟事件(第一審) :訴状の写し
行政訴訟事件(控訴)･行政雑事件･国賠事件･知財事件:報告
シート(別紙様式1ないし同5）

行政訴訟事件:判決書写し＋電子データ
行政雑事件:報告シート(別紙様式7又は同8）

上田

上田

2
適格都道府県センターが原告又は申
立人となる事件

事件係

(受理）

各部

(終局）

平25.3.27民菖高局長書簡
一

コ

オ｛

二一

ご■

韮曰

月 翌月5日 翌月15日

別紙様式1

別紙様式2

上田

3 消費者裁判手続特例法事件 各部 平28.7.29民喜冨局第二課長書簡尾．
ヨ

臼‘

．

ヨ
ﾆー

ロ 月 翌月7日 翌月15日 別紙様式1，2，4 上田

4
家事事件に関する審判書等の写しの
送付

9， 10民

各部

一
一
胆
》

二

。

幻

＝

廷」シ再五

月 翌月5日 翌月20日

決定書･原審判書･抗告申立書の各写し等区分で異なる。

【記載事項】区分

判決書･原判決書･控訴状の各写し等区分で異なる。

【記載事項】区分

山本

5

国際的な子の奪取の民事上の側面
に関する条約の実施に関する法律が
適用される面会交流事件に関する審
判書等の写しの送付

9， 10民
｡

平26.3.28家庭局長書簡■ー

里二

白， 月 翌月5日 翌月20日
決定書,調査報告書等の写し
【記載事項】送達又は告知年月日，上訴の有無

山本

6
子の返還申立事件等に関する決定
書等の写しの送付

9， 10民 平26.3.28家庭局長書簡

酉■

日 月 翌月5日 翌月20日
決定書調査報告書等の写し
【記載事項】告知年月日，上訴の有無

山本

7 証拠調べ状況等調査表 各部
平31.3.14総務局第三課長事務

連鐙

、‐ へ一 ‐ヶ

月 翌月5日 翌月25日 証拠調べ状況等調査表 宮崎

8 原発損害賠償訴訟等 各部
令子Rn

弓筆 ■■■■■■課，
壁 第一課長･行政、‐

臺書簡

．

オ

ー

①月
②随時

①翌月10日
②速やかに

①翌月20日
②速やかに

①別紙様式1～4
②裁判書データ

上田

9 判決書作成長期未了事件調査表 各部

一
》
一
品
血

■
ロ

土

ｑ
■
’
ロ
グ

コ
牙

半期

(6, 12月）
翌月10日 翌月末日 別紙様式1 宮崎



【最高裁への報告関係】041101【機2】【各部･事件係用】報告等一覧表(R4.11)｡xIs

報告の種類 報告元 根拠 報告期間 庶務係への期限 最高裁への期限 提出するもの(詳しくは根拠を参照してください｡） 担当者

10
B型｡C型肝炎訴訟･アスベスト訴訟の

事件数･審理期間等
各部
一》E言ごグ

年 翌年1月I0日頃 翌年1月20日 別紙様式 上田

11

付添い,遮へいの措置及びビデオリ
ンク方式による尋問の実施状況の報
生
ロ

各部
一
一

目

蜜
言二課長･行
一

〆

年
その都度各部へ
連絡

翌年1月15日 別紙様式 辻

12
人身保護法第20条による事件の通
知及び報告

各部

人身保誇法20条

昭55.8.23総一第260号

長通知
縦盗昼 随時 速やかに 速やかに

別紙様式

請求書,裁判書等写し
宮崎

13
選挙関係訴訟についての通知及び
判決書謄本の送付について

各部

"､職擢塗洪”0冬1頂～3
口
、
二 z5.10｡18総一

長通達

第275号

平5.10.18総務局長書

項
襄

』■ ｡

垂
４
〃
】 趣力I

Ｅ
ヨ

随時 速やかに

速やかに

(地方選挙の場合
は関係自治体の長
等にも）

訴え提起時:訴状写し

確定時:判決書謄本
上田

14
録音反訳業務における反訳初稿の
品質等

各部
平30.6.14総務局第三課長事務

連絶

、ロ 垂亘

年2回

(5.6月 ’

9.10月）

その都度,該当部
へ連絡

7月20日

11月20日

(高裁人事課経由）

別紙様式 上田

15
J･リンクシステム等の利用状況に関す
る調査

各部

令元.12.10刑事局第二課長･民
臺
馬
一
一 母

子烏

,第一課

畠第二課蛤
総務局第一課長･経理局主旨、‐

長事務連絡

量
躍

一

同フ

＝

鰹‘

一

半期

(6, 12月）
その都度,各部へ
連絡

7月17日

1月15日

(高裁総務課経由）
別紙様式

ー

辻

16 家庭裁判所調査官の調査件数等
家裁
調査官室

平16.3.26家三第74号家庭局長

通達
年 翌年1月15日 翌年1月31日 別紙様式4 山本


